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垂直協業

DDR農業食品業における経営間協業 (3トー

青木園彦

新経済制度の導入と農業経営問の協業などにより. LPGの経営状況は相当

に改善・近代化されてき?ふしかし，農莱生産をめぐる協業・分業関連が農業

部門内で完結しないことは言うまでもない。どの産業部門においても同様であ

る。

とζ ろで. 1960年代半二65年12月の SEDll中総から始まる新経済制度第 2

段階では，各産業部門聞の連関の制度的整備・発展が重点課題の 1つとされた。

部門別のイ Y テグレ--Ysy.計画化ばVVBの発展などに土って前進してい

たが，部門聞の「垂直的プロセスをまだ十分に制御していない l町民況であった。

課題解決の基本枠ほ，部門間連関の行政的・指令的媒介又は中間商業機関に

よる媒介を，経済的方法と経営問直接結合に，しかし市場メカニズムの開花と

Lてではなく，置換することにあった。直接の動機は経済発展の重点の質への

移行，インテ γ 巴/フ化と品質改善にあった。部門内のイ γ テンシフ化の効果が

部門間連関の中で無効になったり，第1次生産者・中間生産者に起因して最終

製品の品質が粗悪であることが少くなかった。

1966年 9月の SED13中総は，今や「若干の問題を新たに熟考し. DDRの

社会主義国民経済における協業的結びつきの組織・計画化・管理のジステムを

一層発展させる時機が成熟したJ"と判断し，最終生産物各々の生産・販売をめ

くる部門間諸連関を，最終生産者の責任と管理の下に， 協業チェーン (Koope-

1) "Au回 demBericht des Politburos an die 13. Tagung d田 ZKderSED“(Berlchterstatteτ
G. Mittag)， N出 esDer山 chland，18. 9. 19師.S. 6 

2) Ebenda. 
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rationskette) .更にはK 0 V (Kooperationsverband)その他と Lて組織する方針を

確立した"。農業をめぐる垂直協業は， その社会的・技術的条件の差異の故に

他の産業部門と全く同一ではない"が，基本方向は同じであるヘ

本稿では農業と工業，特に食品工業および商業(対小売又は直接消費者への〉と

の垂直協業関係について，政策確立過程・基本的政策内容・若干の事例を検討

する"。

〔注〉 略語の意味は下記の通りである。

agra 農業博 (agra66は1966年〕

DDR  ドイツ民主共和国

KOG  協業共同体

LPG 農業生産協同組合

SED ドイツ社会主義統一党

VEB 人民所有経常

VVB 人民所有経営合同

ZGE 協同組合間組織体

BHG  農民商業組合

GHG  卸売商業組合

KOV 協業連合

RLN  農業生産食品業評議会

VEAB 人民所有調達買付経営

VEG  人民所有農場

ZBE 経営問組織体

尚，本誌第 112巻第 l号と同第2号掲萩O:>DDR農業における協業についての拙稿を，

論文w.論文①とする。

I 

農業と食品業を貫く製品別(erzeugnisoIienHert又は erzcugnisgcbunden)垂 直

協業政策の本格的確立は. 1967年 4月の SED第 7回党大会だといえよう。ま

3) 同時に，部門別ハヲ γ λの並存状況乞克服し，製品別計画化り展開によって計画化方式を改善
することが重視された (Ebenda，S. 7)。

4) 従って VQuLer di巳 vertraglicheSicherung der Kooperation fur volkswirtschaftlich 
strukturb田山mmendeErzeugnisse und Erzeugmsgruppen は農業には適用されない CGBI.
II， 1968， NL-. 10)。

5) "Aus dem B町 icht “，a.a. 0 但し. 13中総は具体的には工業内諸部門(と商業)聞の垂
直協業を扱っている.

6) 垂直協業という用語は経営聞の分業にもとづく直接的協業一般〈従って部門内申それも含む〕
を言う場合もあるが，そりうちの部門間協業〈特定製品の生産につい℃山中間生産者Stufenproト
duzenter.と最終生産者自協業〉に限定して定義することが多い。 例えば論文②で紹介したコロ
ツキウムでのヴィノレジツヒの定義と 7 ゼ骨のそれを比へよ (Wircschoftswissenschaft，1967， 
H. 4， S. 666 und S. 599 尚，前者については同誌19日年11月号の論文を参照L 本稿では佳者
の意味で用い，時に部門内垂直協業という用い方乞ヲる。
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ず，そこに到る政策確立過程をみておこう。
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農産物は，農業部門内流通を別にして部門間連関の上では， (1)生活手段工業

〔食品工業)で加工されるもの， (2)加工されずに商業を通して住民に供給される

もの〔馬鈴薯・果物・野菜・卵等)， (3)軽工業の原材料となるものく羊毛・生皮・毛

皮等〉に大田]されるわが，いずれもVEABによる調達又は契約買付に媒介され

て流通していた。しかも農業経営は農業評議会， VEABは農産物調達買付国

家委員会，食品工業は県管轄工業・生活手段工業省に，各々別々に管轄され ζ

し、世こ。

従来，特に 7中総 (19M年12月J以降，新経済制度導入の 環として，契約制

度の活用による計画化の弾力化，契約の長期化・単純化がはかられ，部分的に

は農業経営と加工経営の直接契約も実行されはじめていた。しかL-.全体と L

ては農業と関連工業ー商業とは「ひきつづき互に孤立的に組織・管理きれて

いJ" た。

そこで第 9回ドイツ農民会議(1966年 2月〕においてウノレプリヒトは I経済

契約的結びつ肯の整備，農産物加工および生産手段の供給・サービス給付の合

主的塩議ィL即ち，社会主義的農業経営と農産物加工経営・生産手段供給十サ

ーピス給付の実行のための一定の組織体との聞に協力の契約体系が形成される

べきである。この体系は科学技術の最高段階と最も合理的な組織に方向づけら

れねばならない。その際，良会議会と農業評議会が高い責任をもっ」町(傍点引

用者〕ということを近代的社会主義農業の 5大原則の第4原則に掲げ， それに

みあった管理体制・製品(製品群)!iJrj構想の農業と食品業の共同による作成・契

約生産の展開等を課題に設定した。

しかし，農業と生活手段工業・商業との契約的な直接結合一一VEABなど

に媒介されない「経済的な」垂直結合 は「未踏の領域」であり I国際的

7) Ko;lektiv unter Leitung von G. Gruneberg， Die maγ'xistisch-leninistische Ag問中olitik
， 1965， S. 238 

8) W. Ulbricht. Das okonomische System. &5 Sozialismus in der Lanchιu'ucl.叫 rJtder 
DDR 1961-1969， 1970， S. 411 

9) Ebenda. S. 407f. 
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にもほんのわずかの経験しかなJ <， i出来上りのモデルに拠りかかることも

できなJ10)かったが故に，実験的試行を必要とした。 1966年 3月24日の SED

政治局決定により，この経済的結合の実験がエノレフルト・マグデフツレク・シュ

ヴヱーリンの 3県で開始された。

同年6月には新経済制度第2段階の政策作業の 1っとして i社会主義的合

理化と規格統ーについての SED中央委員会と D D R閣僚評議会の協議会」

(合理化協議会〉が聞かれ1ヘ農業については農業用生産手段・農業経営間協業・

農村の居住構造などとともに，やはり食品業との連関の改善がとりあげられた。

そιでは食品目生産〈農業J・加工・販売を「統一的プロセλ とL~C形成する」

(同協議会テーゼ〕聞こと，それらの直接的契約結合によって投資効率を大巾に高

めうることなどが確認された問。

同じ噴開催された第14回農業博 (agra66) が農業・食品業を貫〈複合的合理

化の方法を展示した。その際に 20日人の工 PG議長を集めて聞かれた経験交流

集会でエヴァノレトは，長期的・契約的な垂直的直接結合の意義一一異業経営の

主要生産部門形成・生産の工業的な組織・管理への移行の可能性を形成する

を強調するとともに，この結合における「新しさは， KOGや LPGと加

工経営・商業との契約が，ますますLPGや郡の計画の基礎になるということ

にあ石J(傍点引用者〉とした。そして参加者に，そのLPG'KOGでいかな

る垂直結合を形成しうるかについて具体的イメ ジを作成するよう求めたへ

10) G. Ewald." Vertragsbeziehungen sichern effektivcre Procluktion “ • N(..'UesD，四~tschland.
19. 12. 1966， S. 3 これは14中総(1966:年12耳)で申発言であるか

11) 各分野の幹部科学者技術者草新者 (Neue目的ら1500人が審加じ，農業からは中央農業評議
会そり他の管理構関の幹部やKOGゲルツイツヒの議長F ヴォイトらが出席した(H.Lindner， 
"Einige Schlusfolgerungen aus der ({Konferenz uber Fragen der Rationalisierung und 
Standardisierung)) fur die Standaてoisierungin der Landwirtschaft..， Die Deutsche 
Landwir，臼c，，"，β，1966， H. 10， S. 473)， 

12) H. Gold u. a.， "Langfristige Wirtschaftsvertrage und komplexe sozia!岡山heRatio 

国 lisierungder NahrungsguterPIoduktion '"，晶aat開 dRecht. 1967， H. 2， S. 232 
13) 丹叫okolldes VII. Pa1官 itagesderδ:ED， 1967， Bd， 4， S. 1l6/W. Ulbricht， a. a. 0.， 

S. 417 
14) G. Ewald， "Zu Fragen der Organisation und Leitung des einheitlichen Reproduktion-

sproz師団 derNahrungsguterproduktion ". Die Deutsche Landwirtschaft， 19師， H. 10， 
S. 466ff 
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しかし，部門聞の直接協業の組織形態，そして特に，最終生産者の役割やそ

もそも農業生産に対する最終生産者の規定などは，具体的にはまだ明確ではな

古3っ式こロ

こうした経過の中に前述の13中総があり汽 この秋の収穫時には，特に，馬

鈴薯・野菜・果物・甜菜の分野で農業運輸加エ商業を結ぶ協力の「貴重

な経験」が得られたという由。

そして1966年12月13日の SED政治局，同22日の閣僚評議会幹部会は，実験

県その他における経験問 にもとづいて，製品別直接結合を全県で一層整備する

ことを決定した'"

同時に，農業〔中間生産者〉に対する最終生産者一一て食品業の中でも農産物加

工の第 1段階の経営，又は加工不要農産物では商業経営ないしは大口買取者

の機能・責任，従ってまた農業 食品業における協業チェー Y像が次第に

具体化された。 r最終生産者はいよいよ強く，自己の仕入地域における製品別

の計画化・管理の責任を負う J. 即ち， 自己の生産課題のみでなく，協業チェ

ーン・生産者審議会を組徹し，農業の市場生僅指標も自己の計画の中に〈みこ

み，農業経営との長期契約によってその達成を確保し，農業経営に対する生産

コンサノレティング十経済的テコの適用の機能をも受持つ，という将来の方向が

明確になった加。

15) 論文①で利用したテ ゼ⑮に対する⑬自主な増補点、は， 13中総をうけて，農業一食品業運輸
等の部門間諸連関についての全体的構想の乍成を郡県の員業指導機関の重点任務の 1つにした
ことであるロ

16) .. Bcricht des Politburos.an d同 14. Tagung c1四 ZKder SED “ • Dokumentatwn der 
Zeit， 1967， 2. ]anuarheft， 5. 22 

17) 喪験県以外では，屠畜でテーテロウや'"レベルジ 1 タット，果物・野華でハレ ザ レやベル
りンの LPGゲア Jレテンプルクが先進例にあげられた (G.Ewald， " Vertrag:;beziehungen 
a. a. 0.)0 

18) G. Ewald， "Komplexe wissenschaftliche Fuhrung der Nahrung昭 uterwirtschaft“
• Staatμnd Recht， 1967， H. 4. S. 5:=lR 

19) EbendιS.53虫こり論文や14中総でのエヴアルト発言(脚注10)をうけて食品生産における
最終生産者の課題権剥義務を詳論したもりに J.Ouell田 alz，"Aufgaben. Pflichten und 
Rechte der Finalprod工zentenim System der Nahrungsguterproduktion"，品aatund 
Recht， 1967， H 5がある.前述のコロヅキウムでも「工業における発展とのアナロジ で最終
生産者の特別の責f王が強調されたJ(Wirtschafts民間enschaft，1967， H. 4. S. 666)。
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更に， S ED第 7回党大会へのウノレプリヒト報告において， RLN体制への

移行やKOVを含む農業・食品業の垂直的連関の整備の政策の全体像が確立し

主こ。

rLPG'VEGの協業や工業的生産べの進歩に関連して，近年中に農業・

食品業において徐々に，工業的な管理方法への移行が実現される」問。即ち，農

産物の生産・加工・販売を統一管理するRLN体制と製品別計画化方式に移行

する町。

この制度の基礎をなす生産 流通形態が農業経営と食品工業・商業経営との

製品別契約的直接結合一←協業(生産一服売〕チヱ二予ーーであり，更に，協業

チヱー Y をKOVにまで高め r将来には LPG'VEGがその主要生産物に

応じて色々なKOVに参加する ζ とが普通(typisch)であるJ"コ〔傍点引用者〕よ

うにしようというのである。

「徐々に食品業全体が専門化したKOVに組織されるだろう。若干の年月を

必要とする ζ の過程の最後には，穀物業・砂槍業・乳業・食肉業等々のよう

な食品業のどり専門部門も一定数のKOVに系列化 (gliedern)されるだろう。

KOVは最後には専門部門別の経済連合に結集することが期待される」ぺ

11 

製品矧l協業チェーンとは，特定製品〈製品群〕についての，農業における第 1

次的生産から食品として加工・販売きれるまでの幾つかの生産段階が，流通機

関を介する乙とな〈直接に契約で結合することであ旬，最終生産者の機能を果

す経営から，一方では農業における採種・育種経営，科学研究機関まで，他方

20) Proto恥 IIdes VII....， a ι 0.， Bd. 1， S， 197. 
21) Ebenda， S. 198 und S. 202 f これは理年の第四回農民会議を経て実現された。詳細は 拙

稿，東ドイツ農業の計画化 管理制度〈近刊白アジア経済研究所東欧諸圏研究会報告書に所収〉
をみよ.

22) Ebenιお， S. 2Ul. rこれらの連合は，現在個々 のKOGによってなされているよりももっと強
〈共同で最も近代的な生産施設を作りあげるだろう J(Eb四 da).

23) Ebenda， S. 201 f 
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では小売商業又は大口消費者・第 2次加工経営にまで及よ円。

最終生産者の機能を果す経営とは酪農場・屠殺経営・砂糖工場・澱粉工場・

穀物業経営・生活手段卸売商業経営(果物・野菜・馬鈴薯〉・果物野菜加工経営な

どである。これらの経営の生産物がしばしば再び労働対象となるという意味で

は最終生産者ではない。例えば，穀物業経営釦は穀類の買付・倉庫管理，乾

燥・精製・貯蔵等の十一ピス給付や加工などにあたるが，その生産物は食用・

飼料用等に分れ，色々な使用目的のために多〈の経営の労働対象となる。製

粉・製パン工業を経てパγ という最終生産物になる，等々。とはいえ，製ノξγ

などのレベノレ(再加工レベノレ〕から農業経営までを 1つのチ z ーンにすることは

あまりに錯綜し，むしろ無意味・不経済である。穀物生産をめぐる協業チェ

Y は穀物業経営を最終生産者とし，そこからは消費(商業を含む〉メは別の生虚

チヱ-:/となる加。要するに，農産物を直接に買取る第 次加工経蛍と加工不

要農産物についての卸売商業経営であるべ食肉で言えば，屠殺径営であって，

加工経営ではない。

チヱーンの構成は製品別の差異のほかに，農業経営の専門化の度合によって

異なる。豚肉で言えば，第1図と第 2閣のような差が生ずるく現実には両者白色

な々中間型が存在〉。 食品業経営を含め，各経営のチ z ーン参加状況i もその専門

化水準によって異なる。複合経営はそれに応じて幾つかのチヱー γ に参加する。

当然各最終生産者の仕入地域毎に形成されるが，その規模等によっては，あ

る最終生産者が同じ食品のチェ-:/を複数にすることもある。

24) H. Wirsig. .. Zurn Begri旺 Kooperau阻止ettein der Landwirtsむhaftund Nahr凹"，gu
terwirtschaft" ，Kooperation， 1968， H. 2， S. 39 

25) RLN体制へ甲移行に伴ってVEABが改組されたもの。 VEABの穀物以外の買制機能はよ
述の諸怪宮に移された。(旦し畜産原料VEABは存続。

26) 乙の宜味をこめて H.-J カムハー(SED中央委付属社会科学研】は，農業食品業における
最終生産者を， I商業又は別の生産チェーンに啓される前に，ょのチェーンの中間生産物がそこ
で愚終拍住用価値属性を受取る」経営と定義した(H.-J.Kamper， "Zum Begri任 Endproduzent
und Endprodukt in der Landwirtschaft und Nahrungs官uterwirtschaft‘ ，Kooperatwn， 
1968. H. 4. S. 40)固但L. これは加工不用農産物を別にした定義である。

27) D. Giersch u. a.， "Probleme der Entwi-cklung der gesellschaftlichen Organisation der 
P恥ro吋du山三t回1泊wn凹 oer La訓訓a町叩n】dwi礼"巾t臼<c晶h主m叫a吐ftder DDR (The官e田s配en吋〉
H. 4， S. 5田9拍9f
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第 I図協業チェーγ(1)

自給飼料で、華豚
諸段階を兼営する
農業経営 eSJ 

(出所)H. ¥¥'irsig"，;Zu den KOVin der Lllndwlnscnaft und 
N ah<ung~güLerw irl~ch.ft U • Wirls<h""，w is .. mscha{l， 1961， 
H.ll.S.1763但し若干修正。

川

wy
 

エチ業協

寸
図
戸

2

一一
第
一
刈宮蛙種育

繁殖用子豚供給経嵩 工業的主配合
飼料生産
f協業車邸副本

又は国営)|肥育用子豚供給経営|

主
肥育経営

屠殺経営

<;1¥月日 第 1 闘に r~l 1:0 但し，若干修正。

協業チェー γ 自体は，しかし，ある種の経営合同としての1ihJioia魚モ止をし
二者聞の経済契約関係〔第 1図の場合〉又はその連鎖〔第2図の場合〕にすぎない。

最終生産者は直接には，直前の生産段階(例えば肥育〕の経営と供給契約を結び，

後者がまたその前段階(例えば子取引の経営との契約を結ぶ等々といった「藷

契約の全体的体系が基礎となっているJZI:I)(傍点ー引用者〕ものである。

乙れ自体，従来のいわば間接的連関に比べ 1つの合理化である。 14中総で

よヴアルトは契約的直接結合の効果を 3点に整理したぺ第 lに，直接の経済

効果である。各段階聞の生産調整がより容易になり，投資十合理化措置の有効

性ー品質ーアソ トメ Y ト・食品供給の安定性と連続性などについての改善と

28) H. Gold， "Zm Organisierung der erzeugnisgebundenen Kooperation四 ittelsdes sozi 
alis批"凶，d品h主町e町凹nWiτ枕tschaftsr配 ht臼s

2目9的) G. Ewal日d，"Vertr目ag酔sbezi江ehun口1ge.白U..“aα0
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なる。流通経路が短縮し，物品損傷・流通コスト・管理機構(特にVEAB・商

業拶周・農業評議会の一部機構等)の削減が可能となる。第 2に，行政的管理方

法が後退し I商品ー貨幣的結びつき」が明瞭となって物質的利益関与・責任

性が確保される(契約にもとづく経済的テコの体系も同時に強化された〕。 第 3に，

各段階間違関における民主々義の強化 (RLN化・生産者審議会等)である。従来

の合理化は各経営・各部門のそれの「継接細工」で特に，生産の社会的組

織のまだ不十分な発展によってj， あるプラ旦が他の所で失われる状況が存在

しTこ則。

とはいえ同時に， j協業チヱーン的結合は通例の単なる供給・給付契約関係を

越えた関係ももっ。最終生産者の特別の諸機能が被きるからである。最終生産

者は第 1に，生産物の量・種類ー供給期限・価格等のみでなく，農業経営に対

する「部門別コ γサノレティングサービスの活動・特定の技術的方法の適用等

々」叩をも契約に組込み，農産物供給規模の大型化・専門化を促進・支援する。

第 2に，白身と直接の契約関係にないチ主-:/内経営に対しても経済的テコ・

部門別コンサノレティングサービス聞による影響力をもっ。第3に，最終生産者

に付置される生産者審議会によってチェ-:/全体の協力の一定の組織的保証が

存在すん

生産者審議会は「生活手段工業の 1最終生産者の仕入地域における LPGと

色々な所有形態の農業・加工工業・商業の組織体の間の社会主義的民主々義の

深化と同志的協力の発展のための社会的機関J(傍点引用者〉であり， チヱー

30) H. Wirslg， " Die komplexe sozialistische RatIonahsierung und die Kooperationsbezie 
hungen in der Landwirtschaft der DDR "， Wirtschザ'tswissenscha，β，1966， H. 11， S. 1811 

31) H. Gold， a. a. 0 
32) 量終生産者の l機関で，数人の科学者扶荷者によって構成され，チェ ン各経営、の技指上

D曲言をする。最品書生産者がコンビナ トの単位経宮である時は，Fl方にサービスを設置する
(エルフルト穀物業コンビナート等〉乙とも，単ι経世のみに設置し A ンピフートにはこれと協
力する子評判グル プを置((ゲrラ食肉コンビナ ト等〕こともある。 Vgl. A. Uhlig， ，， 2um 
.l::3egri任 Zweigspezifisc，herBI訂 atungsdienst“，Kooperat却処 1968，H. 9， S. 43 出，農業経首
へのコンザルティングには他に，県郡RLNIこ設置される経宮運嘗コンサルティングサービス
がある。 こ札は経世計算il'Jを適用され，契約を結んで農業経宮や KOG'ZGE等に近代化ー
集約JG・「社会主義由経首運営原則」適用等の坊言をする。いずれも SED第7回党大会でその
設置活動強化が強飼された CProto長011昨 sVII....， a. a. 0.， Bd. 1， S. 199)。
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ン内諸経営・ RLN・研究機関・消費者等の代表で構成する冊。

メンバー(名誉職L通例任期2年〕は最終生産者が提案し当該経営が派遣する

(チェーン内全経営D代表から成るのではない〉のだが， 当該レベルのRLNの承認

を必要とする。メ Yハー選択の視点は，専門的技能資格とともに I審議会の

構成が協力する諸経営の社会経済的構造に照UC;するように留意する J34)ことで

ある。即ち. LPGの各タイプ・ VEG'ZGEその他各種の経営・生産形態，

各生産段階が代表されねばならない問。

生産者審議会は何らかの経済組織の管理機関でも，国家の部門管理部でもな

< .食品供給の改善と垂直的直接給合の発展を支える民主々義機関・コントロ

ーノレ機関である船。 だから，最終生産者に対しても農業経営に対しても指令的

決定をするわけではなく，主と Lて勧告をする町。

主な審議対象は. (1)計画の達成と契約生産の問題(量りみでなく，生産の迫続性

向上・統一的質パラメ タ の実現等々). (2)言|画討議の準備. (3)最終生産者を通

ずる経済的テコ(飼料フォンドー価格差別化等〉の適用への協カ・コ Y トロ ル，

(4)農業一食品業というコムプレヅクスにおける社会主義競争の展開の援助. (6) 

協業による専門化・集積への影響. (6)共同投資又は基本手段共同利用D計画化，

(7)社会主義的経営運営原則適用の援助，などである冊。総合的な課題を負勺て

おり，従って，その下に各種の作業グループを設ける。

33) Okonomisches Lexikon， 2.. neu bearbeitete A肉用age，Bd. 1， 1970， S. 597 当初は生産
者審議会の全国統一的活動規則Jは不要で， 地方機閣の勧告の形が適当という意見もあった (M

Ebel u. a.， "Wirtschaftsrechtliche Probl，日lebeim schrittweisen Ubergang zu industrie 
m拙唱enLeitungsmethoden in der Landwirtschaft und Nahrungsgilterwirtschaft"， Staat 
間 dRecht， 1967， H. 9， S. 1422)が.1967年10月町中央農業評議会第8回会議，更に即時 3
月町中央RLNによりその地位・課題・活動様式についての勧告が出されたロ

34) H.-J. Kamper， "Zum Begriff Erzeugerbeirat beim EndproduzenteT. "， K{叩宵ratwn.1968， 
H. 11， S. 45 

35) 例えば，エルフルトと共に先進コ γピナートの 1つであるゲラ食肉コソピナートのある屠殺経
芭(仕入地域は4郡〉では農業経営から15人，最終生産者から 7人，国家機関から4人，商業か
ら3ん研究機関から 3人の計32人から成るくEbend同四

36) この意味でVVBの社会評議会との類似性をもっ~ V g1. M. Ebel u. a.，ι a. 0.， S. 1421 
37) M エーベルらは「社会的崎判による」活動方法と特徴づけた (Ebenda，S. 1422)。
38) VgL J. Gruner， "Die Wirksamkeit der Erze四 erbeirate“.Kooteration， 1970. H. 8， S 

28JH.-]. Kamp町， "Zum Begri宜Erzeugerbeirat.“，a， a. 0.， S. 44/G. Ewald， .. Komplexe 
" a. a. 0.， S. 539 
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最終牛産者の排他的利益実現のための機関ではない吹文逆に，最終生産者

に対する農業生産者の利益代表ではない叫といったことが問題にされることか

ら分るように，積極的に共同で企画・立案するとともに，両者の利害の調整・

相主コ γ トロ ノレの場でもある。

審議会議長は農業経営の代表，議畏代理は最終生産者の代表があたるのが通

例である位

1970年に食肉業・乳業・穀物業を選んで実態調査をした].グノレーナー(農産

物買付加工国家委員会〉によると， 次の場合によく機能している。 (1)最終生産者

の仕入地域といっても，各郡又は各単位経営の仕入地域毎に形成されている叫

(さもないと，個々の農業経蛍にまで十分な効果を持てないl，(2)郡RLNは食品業経

営からの提案を，事前に生産者審議会で検討された場合にのみ受付る， (3)県レ

ベノレではRLN又は食品業コンビナートが各生産者審議会議長との経験交流を

組織する， (4)生産者審議会議長による RLNへの報告活動が組織されている，

(5)時に会議を低生産水準 第 1表生産者 審議会

LPGで開き，通例の間

題のほか，当 LPGの生

産改善の指摘を行う，な

ト議会数|合計民主 平一 人15歳以下

食肉業 91 1，768 908 170 36 

どである船。 乳業 164 3，580 1，675 419 77 

穀物業 165 2，683 1，339 13国 79 

計 420 1 8田11 3四| 192 

欠陥としては， (1)国民

経済的重点への集中と解

決さるべき課題への明確

な方向性の不足， (2)郡

(注) 3専門部門についての1970年 2月現庄の調査結果で
ある。ちなみにDDRの郡(農村〕総数は1910

(出所) J Gruner， a. a. 0.， S. 29 

39) M. Ebel u. a.， a 仏 0.，S. 1422 
40) H.-J. Kamper， .. Zum Begr近 Erzeu日erbeirat “ • a. a. 0.. S. 44 もっとも誕生の直接の

動機の 1つは最斡生産者¢特別の機能〔権矛甘)への対抗，つまり農産物の検査質評価ー使用と
経暗的テコ滴用についての農業経営からのコントロ ノレの必要であるの1gL H. Gold u. a.， a 
a. 0.， S. 230f./J Quellmalz， a. a. 0.， S. 738)。

41) H.-J. Kamper， ，， 2um Begnff Erzeugerbeirat “I a. a. 0.， S. 45 
42) 当初は， KOVが形成されれば生産者審議会はコンビナ}ト(その単位経営ではなく)~県レ

ベルに形成されることになろう，とし寸見解 CM.Ebel u. a.， a ι 0_， S_ 1421)があった。
43) ]. Gruner， a. a. 0.. S. 28 f 
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RLNや加工経営からの情報提供の不十分さ， (3)最終生産者に対するコ γ トロ

ーノレ権行使の不十分さ， (4)低水準LPGへの援助の不十分さ， (5)メンパー構成

の欠陥{第 1表の如<.農業経営の代表が50%に達せず，婦人・青年の比重が低しつな

どが指摘された叫。

111 

協業チェーンは，それ自体各食品の分莱的生産諸j段階の「合理的」結合形態

であるが，同時に「色々な所有形態。J社会主義的商品生産者間，色々な国民経

済部門間の協力の質的に新たな形態の発生の基礎である」問。

分離ー集中過程の進行〈論文②参照〉によって， 方では各経営聞の相互依存

性が高まるが，他方では「個々の経営は農業・食品業内および国民怪済の他の

諸分野との多面的な連関・結びつきを包括的に見通し，活動の焦点をそこに合

わすととがますますできに<<なる」。 従って，各経営に生産指障が必要であ

るように，これらの分業的諸活動のコ ディネーショ γ の一層の向上が必要と

なる。 rこの発展過程の中で」最終生産者の影響下に「ある製品の生産のため

のこれら諸経営から成る布舟自己傘立ゐ血織卓也 その性格からすれば象品

目j生産 γステムである が発達する J~) (傍点引用者〕。

こうした生産システムを作りあげtゆく組織淋がKOVである。農業・食品

業では KOVは全主要製品を対象に組織される冊。

農業・食品業のKOVを明確に法制化したのは，暫く後の「協業組織体模範

定款j冊(1973年 1月発効〉であるが， しばしば諸経験の一般化がなされてきた0

44) E.benda， S. 29. 
4旧) H. Wirsig， "Zu den KOV “，仏 ι 仏旦 1763 その意味で生J産者審議会は独自の存在理

由をもっとともに rKOV形成の前段階でも」ある仏1.Ebel u. a.，仏 ι 乱， S. 1421)。
46) H. Wirsig， "Zu C四 KOV “，a. a. 0.， S. 1764. 
47) 瓦benda，S. 1768jR. Mieth u. a.， "Stellung， Aufgaben und Arbeitsλelse der KOV im 

System der Landwirtschaft und Nahrungsguterwirtschaft"， Kooperation， 1968， H. 1， S 
44.他の部門では「国民経済的に構造規定的な製品」にのみ組織される仕I.Wambutt， "Planung 
und Leitung der Kooperati叩“，Einheit， 1967， H. 4-5， S. 464)。

48) "Must町 statutfUr kooperative Einrichtungen der LPG， V己G，GPG sowie d町田zialis-
"配henBetriebe der Nahrungsguterwirtschaft und des Handels"， Koopera畑町 1972，H 
12.以下1模範定款とする。
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それらによって. KOV像を明かにしよう冊。

KOVは協業チェーンの「現在最高の形態」であり社会主義的商品生産

者聞の計画的・意識的な協力の，経済契約を越えた形態む(傍点引用者)であ

る刷。即ち，最終生産者と巾間生産者および中間生産者間の二者間経済契約関

係のみによって形成される(協業チェーン〕のではな〈 との契約体系自体も

一層整備きれてKOV肉にも存在するが一一. 1品主主也~を決律的基礎と して形

成される 1つの組織単位経済組識であるぺ

従って. KOVにインテグレイトされる農業径営はある程度恨定される。事

前に，直接的契約関係の安定性・連続性が高水準にあることベ主要課題・活

動様式やKOV結成によって新たに生ずる KOV内外の経営問諸関係について

の政治的・イデオロギー的明確き叫が要請されるだけではない。主要生産部門

の形成によって当該生産部門に相当の集積度を達成した農業経営・協業組織体，

又は実現はまだでも連合の対象製品に一致する主要生産部門の形成をはっきり

予定している経営が，加入対象である~) さもないと. KOVは安定性に欠け

る。但し，単一乍目の農業経営は稀であるから，複数のKOVに加入する農業

経営もあり得る。

KuVにもむろん発展水準があれそれは「本質的には，協莱， 生産の集

積・専門化，連合内で協力する諸経営聞の分業の到達水準に依存する」へ こ

40) KOVにつL、ての文献は，髭つかの文献に同内容で重複する問題が多しその際は，一部担述
り適否で選沢した以外は，概ね早い時期目立献四みを注記する。

日 R.Micth u. 0."ι a. 0.， S. 42 
日) H. Gold. a. a. 0.， S. 34 当面は協摂協定のほかに.KOV契約連合契約組織契約外

廓契約とも言をオ九又定款とした所文献 (H.-].Kamper u. a.， "Zum Begriff KOV in der 
Landwirtschaft und Nahτungsguterwirtschaft" ，応却炉開tion，1968， H. 3， S. 4めもあった。
しかし棋範定款では協業協定と定められ， (1)目的.(2)法的品位， (3)参加経営の権利義務，川管
理構造， (5)瓦OVとその諸機関詰委員会の帯夜と活動様式， (6)参加経古の契約的協力の原則p

を内容a 県評議会の承認が品要Fされ弁〔草 3条L
52) J. Gnmer u. a.， "ErfahTUngen aus der Zusammenarbeit in KOV'" Koo抑 ration，1971， 

H. 8. S. 9 
5め J.Gruner u. a.， "Erfahrungen uber den Aufba:u und die Leitung v叩 KOV"，Kooー

ρeration， 1971， H. 9， S. 17 
5の H.Wirsig， "Zu den KOV “， ι a. 0.， S. 1770. 
55) G. Gruneberg， "Die weiteren Aufgaben ZUT Durchfuhrung der Beschlusse des VII 

Partei団 gesdeI" SED und des X. Deutschen Bauernkongresses "， Kooperation， 1969， H 
1， S. 9 
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乙 Eはそれらに共通する課題・加入手続・管理・活動様式をみよう。

主な課題は次のように整理されるべ (1)食品の安定供給のための社会的必要

とメ γ ハ 経営の具体的条件にもとづき発展プログラムを作成する。その際特

に. (a)住民への豊富なアソートメ y トの安定的継続的供給が決定的目的であり，

(叫総生産・市場生産の高度成長と使用価値向上の同時達成. (0)再生産ヲイン各

段階での労働生産性向上とともに，段階聞のコーディネーションによるコスト

引下げ. (d)基本手段稼動率の向上と最新の科学技術知識の急速な実用化，など

が考慮されねばならない。 (2)プログラム実現のために長期契約と投資調整問.

共同投資〈生産・貯蔵・販売いずれについても〉によって資材・技術を確保する。

共同投資による施設は 1参加経営に付置するととも. KOV内に新たな共同生

産単位をつくることもできる。 (3)経済的テコ体系を形成し，経済契約によって

ノ、ートナー聞の経済関係をコーディネイトし，量・質・アソートメ γ ト・供給

期限の達成をはかる。 (4)参加経営の専門化・工業的生産方法への発展を促進す

る。

例えば，しぼしば先進・典型に位置付けられる有名なKOV. ローシ Z トッ

ク飲用ミノレク KOV闘では，共同の発展構想、にもとづいて酪農のみでなく他の

畜産についても専門化を進めた(第2表参照〕。

(5)社会主義競争・経験交流を組織する。 (6)技能資格向上制度・コンサノレティ

56) ]. Gruner u. a.， "Erfahrungen uber “，a.a.o..S.18を基礎に.模範定款第67.68条や
前捷荷文献で補足したー 「べきである」であり，個々 のKOVですべて実現されているとは限ら
なレa

57) .yイルゾッヒは臣営関投資調整をKOVの第1紐の課題とした (H.VI九四国，，，Zuden KOV 
“， a. a. 0.. S. 1773)。各生産段階の集積が釣合って進行しないと，一定生産段階は特に多く

の4、規模生産単位から補足されることになり，品質のJ ラっき 生産の流れの乱れ等々 が生じ，
KOV抽果が半減するからである.冊えは. KOG" ルジュテット白VEGノイマルグでじっ
120伺頭の豚肥育施設の建設に際しては，同VEGが所属するワイマール アーポノレダ向阪 KO
Vc桂述〕では，屠殺経営での12日間1000頭という屠殺能力，子取り 繁殖育種経営の能力拡大，
更に釘桝生産の拡大等の釣合が必要であった (J. Gruncr u. 0.， "Die Entwicklung unserer 
KOV verantwortun酔 vollweiterfuhren“， Kooperation， 1973. H. 1，旦 30)。

58) ロ ジュトツク酪農場カ~1967芋10月， lOKOGから農業経営27(的 1万頭D乳牛〉と，商業経
営9. 郡農業技術経営2. 自動車運送経堂，穀物業経蛍，種畜検査所各1を結集して結成した。
詳細は Kooper，副 wn誌<D1回8年5-6月号や翌年1月胃，第10. 11回農民会議グ戸トコ ノ，.(前
者の S.163f. u. S. 614旺，後者の S.60811.)や第2衰の出所文献などをみよ。
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第2表 ローゲェトヅク飲用ミノレク KOV参加農業経営(一部〕の専門化

\\竺~l ミルク 書官牛肥育l豚肥育
参加経営 生 産

LPGエルメ γホ
O O O O O O O O ノレス卜

LPGエーンハー
O O O O O O O ゲン

LPGホヅベンド
O 。O O O O O ルフ

LPGグロスリ品
O O O 。O ーゼヴ 4 ッツ

VEGフォルデノレ 。。。。。 O O O ポル/、ーゲン

VEGドーデγ ド
O O O O O ノレフ

LPGアー ν'/ス
O 。O O O O O O ハーゲン

(注〕 各畜産部門D左欄が1968年，右欄が1972年e，O印が存在を示す。
(出所].Gruner u. a.. 11 Die Entwicklung “， a. a. 0.. S. 30 

γ グサービスを形成する。

羊飼養

O 

O 

O 。
O O 

O O O 

。O O 。
O O O O 

KOVもKOGと同様に各バートナーの同権性が建前であり，各経営の自由

意志で形成される。加入の決定は間協同組合(LPG・GPG等〕は組合員総会，

VEGを含むVEBはディレグターが行う。但し，後者では従業員総会での討

議・労組指導部とのー致・上級機関の責任者の同意が必要である。協業組織体

のKOV加入は，その従業員(当組織体に直接従業する者とVEG・LPG等から派

遣された労働者・組合員から成る〕の総会での討議を経て当該協業組J織体評議会が

決定する。

参加経営は「計画・契約その他の経済的・法律的義務の達成についての自己

責任を保持する」ω L-かも KOGと異なり，何らかの計画課題〔指標〕をKOV

として受取ることはない。というのはKOV(協業チェ ンも〉自体が計画化メ

カエズムであり， KOGや各経営のような意味での計画化対象ではないからで

59) 槙範定故第62条ョ協業組織体の場合を別にして，当初からほぼ同じ。
60) R. Mieth u. a.，仏 ι 0.，S. 45 模範定款も「法的独立性の保持のもとで」の協業とした

(第62条〉。
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ある。

第 112 巻第:~ . 4号

KOGとのもう lつの組織論的差異は，最終生産者が特別の地位を占めると

いうことである。それは食品生産と腹売の経営であるだけでなく，農業の計画

化・管理機構D末端の 1つという機能を兼任し， KOV (と協業チェ ン)はそ

の「責任の下にJ(模範定款第62条〉に組織され，本部もそこに置かれる。 KOV

を含め垂直的結合の日常業務は最終生産者の管理・業務機構が利用される。

RLNや生産者審議会 'KOV評議会のコントローノレの下にとはいえ，農業経

営への経済的刺戟や農産物評価の権限を委ねられている。こうすることで垂直

連関用の管理機関や行政的方法の削減を意図したわけである。

最終生産者のこの地位は，垂直結合の元来の目的(最終製品り質と供給体制の改

普〕と消費者の要求に直接対面する限りで中間生産者と区別される再生産上の

地位とに由来する船。特別の地位はその限りであって， KOVの他の経営と司

権のパートナーだとされる。ただ，最終生虚者に従属するのではないか，とい

う不安を実際に農業経営が抱いた凶ように，その実権は相当大きい。 KOV又

は 般にRLN体制の，運用によっては大きな問題を生じうるポイントの 1コ

はここにある。他方，最終生産者からは無理だ'J r過労になるJ云々の不

満がでた閃〉。全体左しては管理要員の削減になるが，最終生産者には，その機

能拡大にみあって，縮少・廃止される機構・経営からのカードノレ移動が必要で

ある。 ζれが必ずしも釣合った進行を Lない。例えば，若干の地域で種畜検査

所の一部機構(商業関係〉の縮少が遅れ，コンサノレティ γグサ ビス建設の要員

が不足した“〉。

ところで，食品業自体における集積・専門化・協業の進展の必要および最終

生産者としての機能〈特に農業に対する製品別計画化・経済的誘導〕の行使上の必要

61) Ebenda， '$. 44/G. Gruneberg，仏 a.0.， S. 10 
62) F. Braun， "Fleischkomhinat Erfurt: Erfahrungen bei der vertikalen Koo開 ration"， 

Kooter則的n，1968， H. 1， S. 30 
63) Eb，配色/Protokoll des VII..."， a. a. 0.， Bd. 1， S. 383 
64) VgL G. Ewald， ..Zu einigen Problemen der Fuhrungstatigkeit zur Gestaltung des 

okonomischen Systems des Sozialismus“， Kooperation. 1968， H. 3， S. 6f. 
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から，食品工業・商業も再編された。前述のようにVEABが廃止され，その

機能は食品工業がひきつぎ，果物・野菜・馬鈴薯一一加工なしに消費される比

重が高い食品 には専門商業経営(卸で，かつ最終生産者の機能を担う回〉がほ

ぼ郡毎に組織されたっ更に，食品工業・卸売商業経営の県別専門部門別コンピ

ナ -f化が1967年から冊全県で始った。食肉・穀物業・家禽各コンビナート，

ミノレク経済連合eヘ果物野菜馬鈴薯経済合同である。果物野菜馬鈴薯経済合同

(上記商業経営が結集)が消費協同組合連合付置の全国経済合同を通じて商業供給

省に管轄されるほかは，県RLNの管理，中央RLNの下にある農産物買付加

工国家委の指導の下にある。砂糖・澱粉経営は全国的にVVI:l化され，阿国家

委の管理下にある。といった具合である問。

尚，食品業にも私企業等がまだ存企するが， 最終生産者の上述の諸機能は

VEI:lに委ねbれる冊。但し，乳業や上記商業経営は別(協同組合形態〉である。

当然地域割となる KOGに対し，前述のようにKOVほ最終生産者の仕入地

域毎に形成される。 但L-， 1最終生産者に複数のKOV， 逆に lKOVに複

数の最終生産者ということもあるu 従って，郡，時には県という境界にも制限

されずに組織される問。例えば前述のローシュトック飲用ミルク KOVは 3郡

に，ハルベルシュタヅト穀物KOVは 2郡に， ソ司ンヂノレスハウゼン飲用ミルク

KOVはエノレフノレト県とズーノレ県に跨る切。 とはいえ，県レベルのコンビナー

65) 但し 最も早〈結成されたKOVの1つであり， iga (国際園芸共進会)67でそのりソゴに銀
賞を受けたハレ ザー ν果物KOVは，農業経営りみから成り，業務を指導するKOV幹部会が
最終生産者の機能を担い，その下に版売部を設けた(H.-}.Kamper u. a.. a. a. 0.， S. 45/P 
R田 Sntt配 k，"KOV Halle-Saale-Obst: Volle Verantwortung fur das Endprodukt“， Koo 
2財raunn，1968. H. 5-6. S. 53ff.)。例外である。尚，当KOVは1967年1月， 51の果物専門経営
が結成し，その年中に63経営，果物乍付面積3013ha，年間総生産1000万マルグとなった。

66) X. 止すutscherBa凶門zkongre..β，uberarbeitetes Protokoll， 1968， S. 72. V g1. ebenda， S 
165f. llnd S. 224f./W. Ulbricht，ι a. 0.， S. 448 

67) Knゅ-eration誌1968年9月号掲棋の RLN体制J図では経済連合， 1968年初甲エヴアルト演説
(Kooperation， 1968， H. 3， S. 6)や上掲第10回農民会議プロトコ ル (5.7ぬでは佐官寄合同と
なっている p 酪車場は協同組合形態 (VdgBー農民互助同盟酪農場(乳業〉コンピナート〉の
比重が高しそれと人民所有酪農場等白協業機構である。

68) 前掲拙稿参照内

69) H.-J. Kamper， "Zum Begri旺 Endproduzentヲ“，a. a. Q.， S 品/模範定款第62来。
70) H.-J. Kamper u. a.， "Zum Begri旺 KOV “，a. a. 0.， S. 45 
71) J. Gruner u. a.， "Erfahrungen uber ぺa.a. 0.. S. 18 
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トにではなく「直接に生産し，独立に経営する最終生産者」町，即ちコンビナ

ートの単位J経営〈例えば，ノイプランデンプルク県食肉コンビナート白テ テロウ屠殺

経営〕毎に形成され， 自身の専門化(例えば牛と豚の〕はその組織するKOV数

の減少となる。

K OVの目的・組織構造・活動様式等は協業協定によって，その目的に応じ

たパートナー間供給・給付関係は当該二者間の長期・年次の経済契約によって

律せられる。 KOVの組織構造をみておこう問。

KOVの管理機関は全権代表会議・評議会・議長である。全権代はKOVの

最高機関e.全メ γパー経営の代表から成り，通例少くとも年2回聞かれるべ

きだとされる問。代表は， LPGは組合員総会で選び(従って解任もこれによって

のみ可能)， VEBではデ 4レクターが指名する。全員一致制が原則であり，管

轄事項は基本問題で，加入問題，評議会ー議長ー業務責任者の選出，活動プロ

グラム・作業グルーずの承認， 協業協定の決定・変更， 他の内部機関の指導

(それらは定期的に全権代に活動状況を報告する〉などである。

連合評議会f小規模KOVでは不要〉は 4~6 週間毎に聞かれるととが多< ，全

権代の討議資料の作成，生産・販売の有効な組J織化のための決定・勧告の実施

および実行コ Y トロール，経験交流・経営比較・作業グループの投入などによ

る参加経営の援助，作業グループ・諸委員会の指導，社会主義競争の指導など

である。参加経営問経済関係に生じうる不釣合の防止・除去も重要な課題であ

る。

議長は通例農業経営の代表である。これは，生産者審議会議長と同様に，最

終生産者の経済的地位に対するカウ Yターウヱイトといえる。 KOV組J織の特

72) R. Mieth' u. a.， a 仏 0.，S. 44 
73) 以下の文献によっτ整理したロ R.Mieth u， a.， a. a. O./H.-J. Kamper ll. a.， 11 2um Begri旺

KOV “，a. a. 0庁i.-J.Kamper u. a.， .. 2um Begriff Bevollmachtigtenversammlung d田

Kooperationsverb叩 desund Kooperationsverbandsrat "， Kooterat四1.， 19曲.H. 8/F. Braun， 
Die neue Rolle der Endproduzenten fur die Versorgung der Bevolkerung mit hochwe-
rtigen Nahrungsmitteln， in X. Deutscher Bauernlwngnβ ， a. a. U.jJ. Gruner u. a.， 
" Erfahrungen出 er “.a. a. O. /模範定義

74) 模範定款は分くとも牛l固とした(第66条)0
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徴の 1つは業務責任者〈文は書記〕にあり，日常業務を受持つ最終生産者の代表

が就〈。

令権代や評議会は連合諸機関・付属組織体に対しては決定権をもつが，各経

営に対しては勧告的決定を行うのであり，その発効には各経営の同意が必要で

ある。

評議会には専門的分析・決定準備のために常設又は臨時作業グループや諸委

員会・アクチプが付置される明。 ローシ z トック飲用ミノレグ KOVには技能資

格向上， プリーディング， 技術・精製・加工，経済， 繁殖・衛生，商業・販

売，飼料運用，質についての 8作業グループがある (1971年)。

ところで，全権代・ KOV評議会が存在しても，生産者審議会は独自の役割

をもっ。というのは，チヱ ンの全経営がKOVに加入するわけではないから

である。例えば， ローシュトック酪農場の仕入先はKOV内経営の数倍り農業

経営に及ぶ冊。

尚， KOVは原則として権利能力を持たないが，共同で生産・貯蔵販売の

課題を実行するKOVには例外的に，県評議会の承認と郡評議会への登録の後

に，権利能力が与えられる〔模範定款第61条〉べ

IV 

具体的様相を， 7党大会でウルブリヒトが例示した2KOVと，論文①・②

でEりあげたKOGバーノレシェテザトの垂直協業についてみてみよう。組織問

題は一般例とほぼ変らないので省略する。

実験県の lつマグデプルク県の， BRD(西ドイツ〕に境を接するハルデンス

レーベン郡ではレーツリ γ ゲン地域を中心に早くから食用馬鈴薯の垂直協業が

7め かつて円ヴイノレヅツヒはKOV内に主に大口消費者から成る「消費者評議会」を形成するこ
とを動起した(H.Wirsi~鳥 "Zu den KQV “. a..a. 0.， S. 1774)が，我々は具体例を知らな
し、.

76) H..J. Kamper， "Zum Begrl旺 E，田ug町 beirat “，a. a. 0.， S. 44 
77) VgL H. Gold. "Zu einigen F四 gender weiteren Herausbildung des sozialist田men

Wirts:haftsrechts“，Ko噌 erat酎 l，1968， H. 3， S. 33 
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発展した7へこの郡は砂糖KOVも早い。

1965年までの馬鈴薯生産には主に 2つの欠陥があった。第 1に，レーツリ γ

ゲ Y のどの LPGとも各種馬鈴薯〔食用・飼料用・工業用・種芋用〕を，従って比

較的小規模に作付け，馬鈴薯だけでも幾つかの契約パートナーを持ち，コスト

も高か勺た司第 2に， BHGェ ピスフヱノレテに大型選別機械 (K711理りがあ

ったが，各 LPGが別々に賃貸利用したため，その利用効率，従って LPGの作

業効率が悪しコスト上昇・ 1A評価の馬鈴薯の減少・住民への供給の不適切さ

が生じていた。そこで，タイプ 1'ffi混合の18LPG聞の協業として馬鈴薯作付

の使用 E的1JU専門化・集積の構想が作られ，同時に， 18L P Gの ZGEとLて設

立が予定されていた乾燥場に，食用馬鈴薯に専門化したl1LPGとBHGェー

ビスフェルデの共同投資による馬鈴薯選別センタ CZKSP)が追加された冊。

第3図 ハルデンスレーベソ食用馬鈴薯協業チヱーソ

LPG 1 

ゎ一
(注 DSG 穐子商業絞首

K f L 郡農業技術経営

(Ii¥i'!i") K.L砧 eru.e.吋a.a.O..S.8 

78) 以下ハルテγスレ ペソ食用馬鈴薯KOVについては Protokolldes VII...， a. a. 0.， Bd 
1， S. :9S妊f./K工.obe目rロ a.， "Quali此t回a蹴tivh壬羽。chwerti喝geSpei悶，el姐 r口to任elnfurdenVe司，b，目aucherピι“ι

K伺 P戸，r，行4叫必山z日九 1967九，I-!王 2/ん"Vo凹叩ITl Feld d品"町ek加tzum Ver巾'b，阻au山cher"，必司ρ四 .ation，1967， H 
3-1による。

7め このようにZGE設立に際してはしばしばBHGの生濯手段が利用されたくVgl. W. Ulbricht， 
a. a. 0.， S. 36Of./G. Ewald. "Zu Fragen “， G. <2. 0.， S. 469jH. r:: δring u. a.， "Die 
neu白 1 Aufgahen der BI-IG“， Die Deutsche Landwirtschaft， 1967， H. 6 usw.)o 
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この限りではKOG的だが，更に，この ZGEと果物野菜GHGとの結合が

はかられた。後者がハノレデンスレ ベン郡住民への馬鈴薯供給を受持っていた

からである。 従来は農業経営からVEABが買付け， 卸 (VEAB文はGHG)

を経て小売商業 消費者に渡っていた。これを，(1)買付と卸の一体化， (2)商業

機関での貯蔵の排除， (3)直接需要〈貯蔵なし〕では可能な限り現物移動上は卸へ

の回送を省略，という方向で改善することになった。選別場から直接消費者へ，

である。

かくて， 1966年第 3図のような協業チェー Yが成立Lた。

GHGハノレデンスレーベンが最終生産者の役割で，全体の質・アソートメ y

ト・期限上の経済的テコの導入を徐々にはかった。需要変化への対応と流通コ

λ ト削減に責任を持つ。 LPGはKOGレ アりンゲンに入っており， KOG 

の馬鈴薯作付面積は約 1000haである。 ZGE馬鈴薯選別部は選別・精製のみ

でなく， GHGと契約結合L.運輸・ 5kgの小型ベッキ γグ(67年からで，郡農

業技術経営との協力で半自動包装機械を設置〉なども担った。 ほかに BHGも入っ

ており，肥料・害虫駆除剤な Fを扱う。チ τ γ化初年度の経済成果は第 3表

の立日くである n

第2表同チ z ーソの経済成果

収 益 制国 要 因 取 益 増

品質向上(1A評価の比重) 94(叫% I 4.5万マルク

選別・包装・荷役コスト(トンあたり 8.80(15.20)マルク | 3.06 I1 
流 通合理化

投資(選別センター〉 ~ 12.2か

*ZGEの増収額(注) ()内はチェ ン化以前回
〈出所〉 ナェ-/1t初年度にコいて申 K.Lober u. a.， a. a. 0.， S. 9の叙述より作成。

7党大会をうけて1967年夏， KOV 化のための定款を作った。評議会は上述

KOG6名， GHG'ZGE ・DSG・小売商業 'KOG外 1LPG各 1名の

計11名であった。
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尚，ここで大きな役割を果した Z K S PはDDR全体で1964年に 2ケ所，翌

年19ケ所だったが， 66年には 155ヶ所になり，平均選別能力も 64年の1，500トY

から66年は 2，657トンに上昇した(当時の目標では何年に平均能力 3，500トンを420ケ

所であった〉問。

ウノレプリヒトが大会で挙げたもう 1つのKOV，テーテロウ肉豚KOVは，

最も古いKOVで， ノイプラ γデンプノレク県のテーテロウ屠殺経営の仕入地域

にある叫。 テーテロウ郡はかつてのユ Yカー王国メックレンプノレクの丁度真ん

中に位置する農業地帯である。

中心課題は，豚肉需要の増大に応じて，その供給の向上と安定化・肉質の改

善のために，直接契約的供給関係の整備を，厚脂肪豚(多目的な豚〕から脂肪の

少ない近代的肉豚タイプの養豚への転換・育種上の進歩の肥育豚までの急速な

波及と結びつけることにあった。従って，協業による集積・専門化とともに，

育種・繁殖活動が重要であった。

この課題を果すためには農業生産者と屠殺経営の協力が必要であり，最初の

協力は1960年に遡る。そり年屠殺経営と 2つのVEGが直接の供給関係を成立

させたυ しかし， KOV化の直接の契機はノイプヲンデンプルグ種畜検査所の

80) H. Sommer. "Erfahrungen fur die Arbeit auf den田 ntralenKartc任elsortierplatzenぺ
Kooperatio叫 1967，H. 2， S. 11. Vgl. H Somrner， "Erfahrungen mit ZKS P der BHG 
1965“.D伝 DeutscheLaコ，d叫吋w:h.a舟， 1966， H. 8. 

81) この KOVは F.Krahn， "Lerustund血 der De四 okratieim Dorf“. Neues L剖ー

白chland.10. 11. 1田u.丘3/W.E，田t，"Bedeutung und Aufgabe der KOG Fleischschwei 
neョDIoduktionim Bezirk Neul貰.randenburg“， Dw工}eutscheL皿品吋官cha.ft，1967. H 1 
IR. Steding， "Stellung und Funktion des Finalproduzenten der Nahrungsguterwirtschaft“， 
Die D叫おCML田 ldwirtschaft，1967， H. 4/Pro如 kolldes VlI. 仏 ι0.， Bd. 1， S. 200 
und S. 381旺.;"Kooperationskette ((Schweinefleisch)) von der Zucht bis zum Ei凹 elhanclel“，
Ko中'OTatωn，1967， H. 3-4/X. Deutscher Bauernkongre..B，..， a ιOリ S.560妊./..VEB 
Schlachtbetrieb Teterow: Kontinuierliche Produktion und bessere Qualitat durch soz阻 lis.
tische Vertragsbeziehungen". Kooρeratiori， 1969， H. 10/W. Schulz， "Wir nutzen alle 
Reserv阻 inder Produktion v叩 Schweinefleisch“.Ko噌 eration，1970， H. 8jW. Schulz， 
11 Erhohung der Gebrauchswerte und der Effektivitat in d叩 Zuchtstufenaer Schweinepro. 
duktion“， Kooperation， 1971， H. 7/]. Gruner u. a.， "Erfahrungen aus.“， a 仏 O./W
Schulz， "Wichtige R田町venin der P四 duktion: Kooperieren und Rationalisieren". 
K叩 tera加 ?l， 1972， H. 4/ Xl. Bauernkongr.ぜ止rDDR， uberarbeitetes Protokoll， 1972， 
S.445置 を参照してまとめたが，紙散の都合で多〈白点を省略したロこの屠殺経由は当初テ
テロウ食肉コンビナートをなしていたが，ノイプラ γデンプルク県食肉コンピナート形成量はそ
の単位経営となった。
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指導で作られた iW肉豚生産』社会主義労働共同体」である。 ここには育種経

営・肥育経営，県・郡農業評議会，テーテロウ食肉コンピナーlト，県VEAB，

農業研究所が参加した。 1965年 9月の最初の会議で，プリーディ Yグから加工

までの長期契約体系を上記コンピナート〈屠殺経営〕の仕入地域広形成すること

が目標とされ， 12の養豚経営(8LPG ・4VEG)と屠殺経営から成り，種畜検

査所やVEAB・生産管理部(郡〕が協力する「肉豚生産KOGJが形成され

た問。

65年末までに，まず農業経営聞に1970年までの長期契約が結ぼれた。これら

各経営は養豚各段階に専門化した。 2LPGが育種と繁殖用子豚の生産(繁殖豚

育成〕を兼任し， 6LPG.. 1VEGが繁殖豚飼養(肥育用子豚の生産)， 3VEG 

(最初に直接供給関係に入った上述の 2VEGを含む〕がE巴肯にあたることになった。

ζの時はまだ長期直接契約が最終生産者にまで及んでいなかったが，翌年末

には屠豚供給の直接的長期契約も結ばれ iSED13中総が指示した方針での

先進」と評価された。同時に，参加農業経営が18に拡大した。ついでに言えば，

67午中には22となったが， 1971年のレポートでは13LPG・3VEGである。

DDR人民議会の農林委員会はしばしばLPGを視察するが，この66年11月

には SED中央委員会農業部長 B キースラーを含む同委員会の 1作業グルー

プが， 当KOVのブリーダー LPGの 1つを擁するKOGグノイーン(タイプ

IIlLPG5，タイプ ILPG2冊〕を訪れた。言うまでもなく，垂直協業において

「抜群の成果を達成した」からである。この時既に生産者審議会が設置される

ことになっていた。恐らくこれが食品業最初であろう叫。直接の動機は肥育経

営が，質に応じた代金支払のための屠豚査定への対応として要請したことであ

っ丈こ。

82) 成立時は士献により 65年の 9 月とも 11月~もいう図このように当初はKOG"名乗ったが，実
際 h同豚KOVである。翌年初めに協業評議会もできたa

83) うち 1つはタイプIでも 730haという大きさで，当時畜産協同化のため0畜舎建設を企図L
ていたが，郡農業評議会位建設資材不足で，希望にそえない.197C年以後には何とか，としてい
た。キースラ らは不満で，資材利用状況を点検していた (F.K日_hn.a. a. 0.)0 

84) エルフルト食肉コンピナート〔笹述)も14中総の時点で既に一部に生産者審議会を作り始めて
いたCG.Ewald， 11 Vertragsbeziehungen “， ι a.O.)。
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こうした垂直結合により肥育経営は改良された素豚から，規定の質パラメー

ターを備えた屠豚を大シりーズかつ予定期限に屠場に供給でき，全体の生産の

流れ・生産性と最終製品の品質が著しく向上した。飼料消費・運輸コストの低

下等も含め， その経済効果は1967年に合計約90万7 ノレクと算出〈予定)された。

テーテロウ屠殺経営は1969年に初めて豚のみでな〈牛も含め全屠畜を直接契

約で仕入れた。そのやり方を豚で言えば，まず長期の外廓契約が各生産段階間

で結ばれて，原則的事項・質パラメーター・獣医学上・衛生上の問題等が協定

される。従って，年次契約では供給量のみが，生産の連続性確保のために，凶

半期毎に分割しτ決められる。質で差別される屠豚代価文払につい Cは，屠殺

経営による肉豚タイプの比重の判定を生産者審議会が四半期毎に再検査する。

尚，こ ζの生産者審議会がコーディネイ iして. KOV内と KOV外の農業経

蛍潤に肥育用子豚自供給関係が結ぼれている。

当KOVの最近の発展状況は第 4表の如〈である O 当初 2経営だったプリー

第 4表テーテロウ肉政KQVの生屋発展 ダーは農地 1560haのLPGグノイ

I I 1蜘 I1971 

肉 豚生産|トン 2叫 3，430

繁殖豚飼養数 |頭 I 2.4叫 4，1001
)1 

豚 飼養総数|頭 I1叩け山1"1

ーンに集中された(血統書付母豚150頭

以上〕が， ここは養豚部門の売上げ

を1966年の67万マルクから70年には

132万マルクに仲した。その間労働

1) 1972年初。 2) 1967年11月末 力数は1.25倍にすぎない。Cこの間の
め 1970年11月末.

〔出所)脚注市〉の若干の文献の叡述より作成。 素豚価格の変化は不明だが，屠豚 1

デシトンは，全国平均売上げ額が 450.10マルクから 494.52マルク，屠殺価値

CIIクラスの法定生産者価格が調達221日00-，.ノレグ，買イ寸 519.00マルクから統

一価格500.00マルクに上昇している DDR統計年鑑による。〕

共同投資では，例えば，繁殖豚飼養用に1000頭規模の畜舎2ケ所がZGEと

して企画され.73竿に稼動予定である。これらは「工業的生産」の実現として

の畜舎で， うち 1つを例にとると，タイプE ・I各 2のLPGが資金と飼料を

提供し，それらの代表からなる協業評議会〔各種専門委員会を付置〕が運営する。
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尚，当KOV議長はある LPGの畜産技師である問。

さて，最後に，垂直連関の実験県・先進県たるエJ~7J~ ト県と，その中でも

モデノレ郡であったワイマーJ~郡をとりあげよう。

SEDワイマーノレ郡指導部第一書記(当時)G.グラッムの評価ではKOGバー

J~シ 2 テットがイニデアチプを発揮した飴〉。 ワイマーノレ郡では1966年中頃から

農業・食品業の統一管理 (RLN体制化)の実験が始まった冊。 同 年11月にKO

Gパールシュテットは rわが共同体内のより緊密な協力のみでなく，食品工

業や消費者とのより緊密な協カをも」重点の 1っとした7党大会に向けての社

会主義競争を呼びかけ汽全国的呼応運動がなされ 14中総でも取上げられ

た蜘。 ワイ 7 ーノレ郡 Cは 98LPG中 86LPGがよれに倣った競争プログラム

を作った叫。

この時点で同K OGはワイマーノレの260)食品盾と 3ホテルに卵を直接供給し，

エルフルト食肉コ Y ピナートのワイマール経営との直接契約関係にあったが，

7党大会までにワイマール酪農場コ Y ピナート・ GHGワイマールを加え，文

KOV化を準備Lた'"。

特に， エノレフノレト県の食肉業は県全体で早<j， agra 67 (6-7月〕までに

「全経済活動」が「協業チェー Yを通じて下から上まで経済計算制原則によっ

て管理され」明るようになり，行政的方法にとってかわった。そこで，エノレフノレ

l食肉コ Y ピナート長であり「加工工業のョ γピナート形成の先駆者の 1人」

85) H.-]. Kamper，，， Zum Begrほ Bevollmachtigtenversammlung “.a. a. 0.， S. 45 
86) Protokoll des VII....， a. a. 0.， Bd. 3， S. 201 
87) Eben血， S. 201 u. S. 203阿部がそデル郡たる由縁は1968年 1且から農産物生産者価格=加

工経営仕入価格実験り区域となったことにもある CVgl. X. Deutscher B田ぽ門~kongreß _.， a. 
a. 0.， S. 72. S. 168 u. S. 300妊庁1.Riebow u. a.， "KOV Fleischschwein Weimar 
Apolda: Neue Ziele bei der Losung der Versorgungsaufgabenぺ1969.H. 3. S. 15f.)， 

88) N出 J.eS Deutschland， 11. 11. 1966， S. 3 周KOGは7党大会直撞にもジムトラールズント
造船所に応え.10月革命'50周年記念として競争の続行を呼びかけた CEbenda，5. 5. 1967， S. 3)~ 
ちなみに，従来SED中央委員候補であったLPGパ ルシュテット議長 K.トーマは 7党犬舎
で中央委員に選出された。

89) "Bericht des Politburos “，a ι 0.， S. 2lf 
90) Protokoll des Vll..... 'a. a. 0.， Bd. 3. S. 200 
91) E語。uia.Bd. 1. S. 345. 
92) W. Ulbricht， a. a. 0.. S. 447 
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F.プラウ Yが第10回農民会議(19日年6月〕における垂直協業の報告者となった。

岡県の食肉業〈屠殺・加工)は既に1965年 1月に 2つの地域別コンビナートに

統合されたが， 1968年 1月からはその→方が県全体を統括し，最終生産者とし

ての計画化・管理機能遂行体制を強めた問。

ここでは196T年12月2日日迄に 9KOVと， コンビナート内全屠殺経営に生産

者審議会が形成され，部門別コ Yサノレティングサービスも活動し始めた叫。既

に同年4月 l日迄に農業経営との直接契約が成立していたが，特に 9月・ 10月

の屠豚供給の乱れから対策としてKOV化を促進することになり，党・ LPG

幹部会・同総会の会議が 100回以上集中的になされて急速にKOV化したので

あった。その際に先進事例となったのが，周年5月に結成され ζいたワイマー

Jレ・アーポ)~ダ肉豚 KOV である軒。

このKOVは同県コンビナー lのワイマーノレと 7ーボルタ"にある 2つの単位

経営が，この両郡を中心に組織したもので， KOG." ノレジュテットの1協業経

験が基礎にされた。同KOGで豚BI'l育を分担するVEGノイマルクのディレグ

ター J.vョテルツァ 時がKOV議長， ワイマ ノレ屠殺経営のディレクタ

H リーボウ f後にK クメッチ7が業務責任者となったの

やはり長期的協業契約を基礎に，経済契約で補足して運営される。前者は展

望期間の各生産段階の課題とともに，所定のパヲメーターが達成されなかった

時の罰則を含む経済的刺戟も内容としている。

「展望的発展」作業グループが工業的生産方法への移行や共同投資等の統一

的展望構想を作成した。 1975年までに育種から屠殺までの約日日%が工業的生産

93) VgI. F. Braun， .. Zu den bisherigen Erfahr:ungen bei der Kombinatsbildung in der 
Fleischindustrie "， Kooperation， 1968， H. 3 

94) Eb印 da，S. 21 
95) 以下当KOVは F.BratUl "Fleisch1回目binat “， a ι口jF..Braun， Die neue Rolle 

仏仏 O./H.Riebow u. a.， a. a. O./H. Stelzεr u. a.， "KQV Fleischschwein Weimar-
Apolda : Stabilitat und E正ektivitatder Produktion bei schr1ttweise Herausbildung indus-
trieller Produktionsmet出品“，K.ιop町 'ation.1971. H. 11によるB

96) 彼は196~年頃にKOGパ ルシムテットの議長でもあった。同KOG議長位66年にはLPGフ

イバッハエ デルハウゼソ議長wハーン， 67年にはLPGホッテル、ノュテット議長 E.v ダ

}であった。
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化される予定である。その際I~大きな役割を

果す共同投資正して，まずVEGノイマノレタ

の豚肥育がZBE化した (1967年〕。よれには

食肉コンビナートも出資したが， 1969年から

豚肥育の単一経営としての VEGになり，

12000頭規模の近代的大肥育施設を含め， ワ

イマ ノレ郡の豚肉買イ寸の 5割を産出する。更

にグロスオ プリンゲンに10C口頭規模の繁殖

豚飼養施設が共同体組織体として建設され，

KOGニ 夕刊ーツィメノレンに13C日頭規模の同

施設がZGEとして建設中(1971年〉であった。

後者は育種から肥有用子豚生民ま Cを統合す

るものC， 197口年稼動予定だったが，遅れた
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第 5表 ヮイマ ル・アーホリレタ
肉豚KOVの構成

(196恒手羽)

育 種| 2 
農

業 繁殖豚育成| 5 

経 肥育用子豚生産 I12 
営

!~ 育 1
7 

種畜検査所| l 

国営酬医療組織| 1 

食肉工業経営(屠殺) I 2 

資材・技術{耕経営本| 4 

|小売商業組織 l2 

キ郡農業技術経蛍と般物業譲営(嗣
料〉。

〔出所 H.Rif'bnw 11. rJ.， ισ 
0.， S. 15 

ょうである。ほかに幾つかの大規

模な同種施設や肥育施設の建設が

1975年までに予定されているu

第 6表 ワイマ ノレ・ア ボルダ肉豚

KOVの繁殖豚飼養数は1968年

の3，500頭刀コら1971年6，500頭に，阪

飼養総数は同期間に40，500頭から

84，200頭に，肉豚タイプの比重は

1967年の19.1%から1971年前半期

の71.4%に高まった。更に，肥育

用子豚の価格制度の改革実験も始

めた。

KOVの豚肉生産 (卜 γ〕

|ワイマ ル・ァ|うち当 l比 重 "
-~ル夕、両郡 KOV 

附 年 | 10，420 I 明~ I 32.0% 

1969年| 川 7 I側 7I 42.3 

1例年| 附 4 I 4，胸 I483 

九別 7，4∞(臼
1) F. Braun， Die neue Rolle...， aι0.， 

S. 223によると. KOV結成以前 (1966
年〕の比重は27弘， 196T年は37%。

2) 子庄内

(出所) H. Stelzer u. a.，仏仏 0.， S. 20但L.
比重数値の一部D誤植 k思われる&のは
悔iE

ところで， 1つの問題は飼料基盤=植物生産である。 その拡大のために，

KOGノミールシュテットは， 7党大会を前にした展望討議で，他の隣接4KO

G との協力関係の推進を決めた~， だが，植物生産の生産性向上こそ重要であ
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った。それは，一般に当時 (1967年まで〉の植物生産の協業形態の立遅れの克服

の必要， ZGE論の進展などと絡みあって，農業経営聞の新たな協業形態の創

出となる。次稿ではそれを検討するつもりである。

97) Protokoll des VIl. .... a. a. 0.， Bd. 1， S.誕4合計約l剖 00haの農地である。


